
図表❶　借手の会計処理の新旧比較
オペレーティング・リース ファイナンス・リース

旧基準 オフバランス オンバランス
新基準 オンバランス

※資産の使用方法に係る決定が事前になされている。※資産の使用方法に係る決定が事前になされている。
出所：「リースに関する会計基準の適用指針　設例1」より引用

図表❷　リースの識別に関するフローチャート
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資
産
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特
定
さ
れ
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い
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か
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の
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経
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5
項
⑴
参
照
）

指
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5
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⑵
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照
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⑵
資
産
の
使
用
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支
配
す
る
権
利
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移
転
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断

特定された資産があるか（「リース
に関する会計基準」第6項参照）

当該判断においては、サプライヤ
ーが使用期間全体を通じて資産を
代替する実質上の能力を有するか

（第6項参照）、顧客が使用するこ
とができる資産が物理的に別個で
あるか（第7項参照）も考慮する

顧客が、使用期間全体を通じて
特定された資産の使用から生じる
経済的利益のほとんどすべてを享
受する権利を有しているか（第5
項⑴参照）

使用期間全体を通じて特定され
た資産の使用方法を指図する権利
を有しているのは、顧客か、サプ
ライヤーか、それとも、どちらに
もないか（第8項⑴参照）

顧客が使用期間全体を通じた資
産の使用方法を事前に決定するよ
うに資産を設計しているか（第8
項⑵②参照）

当該契約はリース
を含む

当該契約はリース
を含まない

顧客のみが、使用期間全体を通
じて資産を稼動する権利を有して
いるか（第8項⑵①参照）
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リ
ー
ス
会
計
基
準
の
改

正
に
つ
い
て
、
概
要
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
の
概
要

㈱
キ
ャ
ピ
タ
ル・ス
ト
ラ
テ
ジ
ー・コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

公
認
会
計
士

長
井
一
浩

1
．
は
じ
め
に

　

2
0
2
4
年
9
月
13

日
に
企
業
会
計
審
議
会

よ
り
「
リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
基

準
」（
企
業
会
計
基
準
第
34
号
）
及

び
「
リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
基
準
の

適
用
指
針
」（
企
業
会
計
基
準
第
33

号
）
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

国
際
会
計
基
準
と
比
較
し
て
、
特
に

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
に
お

け
る
負
債
の
認
識（
図
表
❶
）や
リ
ー

ス
の
識
別
の
範
囲
に
お
い
て
違
い
が

生
じ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
実
に

17
年
ぶ
り
の
改
正
と
な
り
ま
す
。

2
．
リ
ー
ス
会
計
基
準
の
概
要

◆
用
語
の
定
義

・
リ
ー
ス
…
資
産
を
使
用
す
る
権
利

を
一
定
期
間
に
わ
た
り
対
価
と
交

換
に
移
転
す
る
契
約
又
は
契
約
の

一
部
分
を
言
う
。

・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
…
契
約

期
間
の
中
途
に
お
い
て
解
除
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
リ
ー
ス
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
リ
ー
ス
で
、
借
手
が
、

資
産
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
経
済
的

利
益
を
実
質
的
に
享
受
す
る
こ
と

が
で
き
、か
つ
、
当
該
資
産
の
使

用
に
伴
っ
て
生
じ
る
コ
ス
ト
を
実

質
的
に
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
リ

ー
ス
を
言
う
。

・
所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

ー
ス
…
契
約
上
の
諸
条
件
に
照
ら

し
て
資
産
の
所
有
権
が
借
手
に
移

転
す
る
と
認
め
ら
れ
る
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
・
リ
ー
ス
を
言
い
、「
所
有

権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー

ス
」
と
は
、
そ
れ
以
外
の
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
を
言
う
。

・
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
…

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
以
外
の

リ
ー
ス
を
言
う
。

◆
リ
ー
ス
の
識
別

　

契
約
の
締
結
時
に
、
契
約
の
当
事

者
は
、
当
該
契
約
が
リ
ー
ス
を
含
む

か
否
か
を
判
断
し
ま
す
。
判
断
に
あ

た
り
、契
約
が
特
定
さ
れ
た
資
産
の

使
用
を
支
配
す
る
権
利
を
一
定
期
間

に
わ
た
り
対
価
と
交
換
に
移
転
す
る

場
合
、
当
該
契
約
は
リ
ー
ス
を
含
み

ま
す（
図
表
❷
）。



図表❺　短期リースの判定基準と取り扱い
判定基準 取り扱い

　リース開始日にお
いて、借手のリース
期間が12カ月以内で
あり、購入オプショ
ンを含まないリース

　借手は、短期リースについて、リース
開始日に使用権資産及びリース負債を計
上せず、借手のリース料を借手のリース
期間にわたって原則として定額法により
費用として計上することができる

図表❻　少額リースの判定基準と取り扱い
判定基準 取り扱い

⑴重要性が乏しい減価償却資
産について、購入時に費用
処理する方法が採用されて
いる場合で、借手のリース
料が当該基準額以下のリー
ス

　⑴と⑵のいずれかを満た
す場合、借手は、リース開
始日に使用権資産及びリー
ス負債を計上せず、借手の
リース料を借手のリース期
間にわたって原則として定
額法により費用として計上
することができる。なお、
⑵については、①又は②の
いずれかを選択できるもの
とし、選択した方法を首尾
一貫して適用する
　⑵①に該当するリースに
前項で定める会計処理を適
用するにあたり、リース契
約1件当たりの金額の算定
の基礎となる対象期間は、
原則として、借手のリース
期間とする。ただし、当該
借手のリース期間に代えて、
契約上、契約に定められた
期間とすることができる。ま
た、リース契約1件当たりの
金額の算定にあたり維持管
理費用相当額の合理的見積
額を控除することができる

⑵次の①又は②を満たすリー
ス

①企業の事業内容に照らして
重要性の乏しいリースで、
かつ、リース契約1件当たり
の金額に重要性が乏しいリ
ース。この場合、一つのリ
ース契約に科目の異なる有
形固定資産又は無形固定資
産が含まれているときは、
異なる科目ごとに、その合
計金額により判定すること
ができる

②新品時の資産の価値が少額
であるリース。この場合、
リース1件ごとにこの方法を
適用するか否かを選択でき
る

出所：筆者作成。図表❶、❸〜❻ともに筆者作成

●ウェブサイト（ https://www.shokoken.co.jp/management/guidance/ ）に「経営相談Q&A」のバックナンバーを掲載しております。
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◆
借
手
の
リ
ー
ス
期
間

　

借
手
は
、
借
手
の
リ
ー
ス
期
間
に

つ
い
て
、
借
手
が
資
産
を
使
用
す
る

権
利
を
有
す
る
解
約
不
能
期
間
に
、

次
の
①
及
び
②
の
両
方
の
期
間
を
加

え
て
決
定
し
ま
す
。

①
借
手
が
行
使
す
る
こ
と
が
合
理
的

に
確
実
で
あ
る
リ
ー
ス
の
延
長
オ

プ
シ
ョ
ン
の
対
象
期
間

②
借
手
が
行
使
し
な
い
こ
と
が
合
理

的
に
確
実
で
あ
る
リ
ー
ス
の
解
約

オ
プ
シ
ョ
ン
の
対
象
期
間　

◆
リ
ー
ス
開
始
日
の
使
用
権
資
産
及

び
リ
ー
ス
負
債
の
計
上
額

①
借
手
は
、
リ
ー
ス
開
始
日
に
、
②

の
金
額
に
よ
り
リ
ー
ス
負
債
を
計

上
す
る
。ま
た
、当
該
リ
ー
ス
負
債

に
、
リ
ー
ス
開
始
日
ま
で
に
支
払

っ
た
借
手
の
リ
ー
ス
料
、
付
随
費

用
及
び
資
産
除
去
債
務
に
対
応
す

る
除
去
費
用
を
加
算
し
、
受
け
取

っ
た
リ
ー
ス
・
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
控
除
し
た
額
に
よ
り
使
用
権
資

産
を
計
上
す
る
。

②
借
手
は
、
リ
ー
ス
負
債
の
計
上
額

を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
原
則

と
し
て
、
リ
ー
ス
開
始
日
に
お
い

て
未
払
い
で
あ
る
借
手
の
リ
ー
ス

料
か
ら
、
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る

利
息
相
当
額
の
合
理
的
な
見
積
額

を
控
除
し
、
現
在
価
値
に
よ
り
算

定
す
る
方
法
に
よ
る
。

③
借
手
の
リ
ー
ス
料
は
、
借
手
が
借

手
の
リ
ー
ス
期
間
中
に
資
産
を
使

用
す
る
権
利
に
関
し
て
行
う
貸
手

に
対
す
る
支
払
い
で
あ
る
。

◆
利
息
相
当
額
の
各
期
へ
の
配
分

　

利
息
相
当
額
に
つ
い
て
は
、
借
手

の
リ
ー
ス
期
間
に
わ
た
り
、
原
則
と

し
て
、
利
息
法
に
よ
り
配
分
し
ま
す

（
図
表
❸
）。

◆
使
用
権
資
産
の
償
却

①
所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

ー
ス
に
関
す
る
使
用
権
資
産
の
減

価
償
却
費
は
、
資
産
を
自
ら
所
有

し
て
い
た
と
仮
定
し
た
場
合
に
適

用
す
る
減
価
償
却
方
法
と
同
一
の

方
法
に
よ
り
算
定
す
る
。
こ
の
場

合
の
耐
用
年
数
は
、
経
済
的
使
用

可
能
予
測
期
間
と
し
、
残
存
価
額

は
合
理
的
な
見
積
額
と
す
る
。

②
所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・

リ
ー
ス
に
関
す
る
使
用
権
資
産
の

減
価
償
却
費
は
、
定
額
法
等
の
減

価
償
却
方
法
の
中
か
ら
企
業
の
実

態
に
応
じ
た
も
の
を
選
択
適
用
し

た
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
。
こ
の

場
合
、原
則
と
し
て
、借
手
の
リ
ー

ス
期
間
を
耐
用
年
数
と
し
、
残
存

価
額
を
ゼ
ロ
と
す
る
（
図
表
❹
）。

◆
短
期
リ
ー
ス
と
少
額
リ
ー
ス
の
判

定
基
準
と
簡
便
的
な
取
り
扱
い

　

短
期
リ
ー
ス
と
少
額
リ
ー
ス
の
判

定
基
準
と
取
り
扱
い
は
そ
れ
ぞ
れ
図

表
❺
、
図
表
❻
に
ま
と
め
ま
し
た
。

3
．
適
用
時
期

　
「
リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
基
準
」

及
び
「
リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
基
準

適
用
指
針
」は
、
2
0
2
7
年
4
月

1
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の

期
首
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

25
年
4
月
1
日
以
後
開
始
す
る
事
業

年
度
の
期
首
か
ら
本
会
計
基
準
を
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（借方）使用権資産　×××　／（貸方）リース負債　×××
（借方）リース負債　×××　／（貸方）現預金　　　××× 
　　　  支払利息　　×××　／

図表❸　リース負債の仕訳方法

図表❹　減価償却の仕訳方法（直接法）
（借方）減価償却費　×××　／（貸方）使用権資産　×××


